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平成２６年３月６日判決言渡 同日原本受領 裁判所書記官 

平成２４年（ワ）第１８５５号 損害賠償請求事件 

口頭弁論終結日 平成２５年１２月１６日 

判 決 

原告        南京町商店街振興組合 

訴訟代理人弁護士 井野邊 陽 

補佐人弁理士 前井 宏之 

被告        神戸瑞穂本舗株式会社 

訴訟代理人弁護士 岡田 清人 

同 家木 祥孝 

主 文 

 １ 原告の請求をいずれも棄却する。 

 ２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 

第第第第１１１１    請求請求請求請求    

  被告は，原告に対し，１６５０万円及びこれに対する平成２４年３月９日から支払

済みまで年６分の割合による金員を支払え。 

第第第第２２２２    事案事案事案事案のののの概要概要概要概要    

１ 訴訟物 

(1) 本件は，原告が，被告に対し，①原告の後記商標権を被告が侵害したとの不法

行為（民法７０９条）②被告が，原告商標を含む商標「南京町」を組合規約ない

しその他の合意に反して使用した債務不履行のいずれかに基づき，原告に生じた

損害の賠償及びこれに対する請求の日（訴状送達日）の翌日から債務不履行に基

づく請求に関し，商事法定利率である年６分（不法行為に基づく請求に関しては

年５分）の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 
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(2) 原告は，訴え提起時には，②の請求につき，被告が原告の組合員であることを

前提として，被告が，原告の規約（商店街振興組合法（以下「組合法」という。）

４３条に基づくもの）及びその委任にもとづいて定められた商標の使用規程に違

反して，「南京町」の標章を使用した債務不履行があると主張し（以下「組合契約

に基づく請求」という。），これに基づく損害賠償請求をしていた。 

  原告は，上記商標権侵害に基づく請求及び組合契約に基づく請求を前提として

人証の取り調べが実施された後の平成２５年１２月１６日の本件口頭弁論期日

（弁論終結日）において，被告が原告の組合員であった旨の主張を撤回し，新た

に，「被告は，組合員らしく振る舞った者であるから，原告の規約等に拘束され

る」旨の主張（以下「組合契約以外の法律関係に基づく請求」という。）を追加

した。 

(3) 原告の上記(2)の各請求の関係は，単に権利を発生させる請求原因が異なるにと

どまるものではなく，訴訟物自体が異なるものと理解せざるを得ない。原告は，

前記期日において，組合契約に基づく請求に係る訴えを取り下げる旨の陳述をせ

ず，被告も，それぞれについて請求があることを前提とする弁論をした。したが

って，訴えの追加的変更により，上記(2)の請求の関係では，組合契約に基づく請

求と，組合契約以外の法律関係に基づく請求の双方が存在すると理解するのが相

当である。 

  以下，上記の理解を前提に，説示する。 

２ 前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実） 

  (1) 当事者（甲１，２） 

ア 原告は，組合法に基づいて設立された，組合員の取扱品の販売に関する共同

事業等を目的とする法人である。 

  その地区（組合法６条）は，神戸市中央区元町通１丁目１番１号等，栄町通

１丁目２番１号等となっている。 

イ 被告は，食料品の製造等を目的とする株式会社である。 
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  (2) 原告の商標権 

ア 原告は，次の登録商標（以下「原告商標」といい，登録にかかる権利を「原

告商標権」という。）の商標権者である。 

     登録番号  第５１９３１８８号 

     出願年月日 平成２０年３月１２日 

     登録年月日 同年１２月２６日 

     指定商品及び役務の区分 第３０類 第４３類 

     指定商品及び役務 

茶，氷，菓子及びパン，調味料，穀物の加工品，ぎょうざ，しゅうまい，

肉まんじゅう，ハンバーガー，べんとう，即席菓子のもと，飲食物の提供 

     商標 

 

イ 原告はまた，他の指定商品及び指定役務について，本件商標と同じ標章から

なる商標権（登録番号第４０２０８０８号及び同５４２８２６７号。以下「原

告関連商標」という。）の商標権者である。 

  (3) 被告による被告標章の使用（争いがない） 

ア 被告は，別紙被告標章目録１から６までの各標章（以下総称して「被告標章」

といい，個別の標章は「被告標章１」などという。）を，被告の販売する冷麺

（以下「被告商品」という。）の包装，他人（生協等）が制作する広告などに

おける商品名の表示として使用している。 

  被告商品は，原告商標の指定商品に該当する。 

イ 被告はまた，次の登録商標（以下「被告登録商標」という。）の商標権者で

ある。 

      登録番号  第５１６７２７８号 
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      商標  神戸瑞穂本舗の神戸中華街 南京町ラーメン（標準文字） 

      出願年月日 平成２０年６月１７日 

      登録年月日 同年９月１９日 

      指定商品及び役務の区分 第３０類 

      指定商品及び役務 

    中華そばのめん，中華そばのつゆ，調理済み中華そば 

 ３ 争点 

(1) 被告標章の使用が原告商標権を侵害するか 

(2) 被告が，原告の組合員であって，原告の組合契約上の義務に違反した債務不履

行があるか（組合契約に基づく請求） 

(3) 被告に，組合員に類する地位があるものとして，原告の組合契約上の義務に違

反した債務不履行があるか（組合契約以外の法律関係に基づく請求） 

(4) 被告標章の使用に関し，被告に先使用が認められるか。 

(5) 原告の被った損害額 

第第第第３３３３    争点争点争点争点にににに関関関関するするするする当事者当事者当事者当事者のののの主張主張主張主張    

１ 争点(1)（被告標章が原告商標権を侵害するか）について 

（原告の主張） 

(1) 原告商標と被告標章の類否 

ア 被告標章は，いずれもその要部は「南京町」の部分である。 

イ 原告商標と被告標章の要部の称呼は共に「ナンキンマチ」で同一である。 

ウ 観念は，共に，「神戸市中央区元町通，同区栄町通を所在地とする中華街」

又は「神戸の中華街」であり，同一である。 

エ 外観は，原告商標は，ややデザイン化されているとはいえ，普通に用いられ

る域を脱しない方法で表された南京町の文字よりなっており，被告標章と同一

又は類似である。 

  したがって，被告標章は，原告商標に類似し，その使用は原告の商標権の侵害
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となる。 

(2) 「南京町」が普通名称でなく，原告の名称を表したものであること（被告の主

張に対する反論） 

ア 南京町が現在の位置に形成されたのは明治の初期といわれ，大正から昭和十

二，三年にかけて，中国料理店をはじめ中国雑貨等の中華業種を扱う店舗が多

くなったが，戦災による離散でさびれ，その後にはバーなどの営業が主流とな

り，昭和４０年代において，神戸の中華街「南京町」は存在しなくなった。 

イ 昭和５２年に「南京町を復活させよう」と残った地元の商店主たちが原告を

設立し，街づくり協議会を組織し，行政と協力しながら振興プランをまとめ，

南楼門，あづまや，長安門などの南京町のシンボルを建設し，また，区画の整

理を行った。 

  これらの事業には，行政からの補助金のほか，組合員からの賦課金が充てら

れたのであり，原告がなければ到底達成できないものであった。 

  また，独特の中国情緒を演出できるイベントとして「春節祭」を企画するな

どのソフト面の貢献も行った。 

ウ これらの原告の貢献により，南京町は，日本の中の中華街として戦前をしの

ぐ繁栄を取り戻し，今日に至っている。 

  このように「南京町」と呼ばれた地域は，形式的には明治時代からほぼ連続

して神戸に存続していたが，南京町を実質的に表象する中華街は，戦中に消失

し，以後再建されることなく約３０年が経過し，昭和５０年代前半までには，

その場所に中華街が以前存在したというイメージさえも完全になくなった。 

  現在「南京町」と呼ばれる神戸の中華街は，過去の中華街をそのまま引き継

いだものではなく，昭和５２年に原告が法人として成立した後，その努力のも

とにゼロの状態から計画的に新たに作り出されたものであるから，現在の南京

町を形成させた主体は原告及びその組合員である。 

エ 現実に，「南京町」（主として標準文字）は，組合設立後は，原告又はその構
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成員の業務に係る商品・役務を表示する標章として使用されている（甲６８か

ら７６まで）。 

  このように，原告の設立後，その名称（略称）を指称する語として「南京町」

（主として標準文字）の文字が使用された結果として，同文字は原告又はその

構成員の業務に係る商品又は役務を表示する標章として広く知られるに至っ

たから，本件商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合，商品の販売場

所，生産場所，役務の提供場所を表示したものと理解されるというよりも，原

告の名称（略称）を表示したものと理解・認識される。 

オ このことは，原告と同様の，組合法に基づく法人が商標登録出願した「錦市

場」「近江町市場」「黒門市場」などが，商標登録されていることからも裏付け

られる。 

(3) 原告商標が「南京町」の書体に着目して権利化されたものでないこと 

  原告関連商標の審査において，特許庁審査官は，原告商標と同様のデザインの

商標が，「ややデザイン化されているとはいえ，普通に用いられる域を脱しない

方法で表された『南京町』の文字よりなる」としており，原告商標は，書体に着

目して登録されたものではなく，前記(2)の事情を総合すると，標準文字からな

る「南京町」とも類似すると認められるものである。 

（被告の主張） 

(1) 商標対比の前提事情 

ア 「南京町」が普通名称であること 

  「南京町」は，それ自体として中華街の意味を有しており，全国的にはもち

ろんのこと，兵庫県の隣接府県においても，そもそも「南京町」の用語のみで

いわゆる「神戸の中華街」を指すものであることは自明ではない。 

  原告提出の証拠によると，「南京町」の名称は，明治１０年ころから神戸の

中華街を指す言葉として使用されており，地元神戸においても，一般人の認識

からすれば，「南京町」がいわゆる神戸の中華街を指し，それが神戸市中央区
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の元町通りと栄町通にまたがるエリア一帯を指すことの認識は可能であるが，

原告又はその構成員の業務の出所を表示するものとの認識を持つことはまず

ない。 

  したがって，「南京町」の語は普通名称にすぎない。なお，以上の経過から

明らかなとおり，「南京町」の語は，原告が創造した用語ではない。 

イ 原告商標はロゴ商標であること 

  アのとおり，「南京町」の語は普通名称であるから，「南京町」という標準文

字自体には，商標権としての効力がなく，原告商標「南京町」はあくまでロゴ

としてのみ商標権の効力を有するものである。特に，原告商標では，「町」の

文字の右側の「丁」の部分が特徴的部分となる。 

(2) 原告商標と被告標章の類否 

  次のとおり，原告商標と被告標章とは，外観，称呼及び観念のいずれにおいて

も，一般消費者が誤信をするおそれは全くないため，類似しない。 

ア 外観 

  被告標章は，いずれも「南京町冷麺」又は「南京町生冷麺」等の表記がされ

ており，当該文字が一体となって成立しているものであるから，類否判断にあ

たっては，被告標章全体を観察すべきである。そうすると，原告商標と，被告

標章は，その文字数等も異なり，外観上の類似性は全くない。 

  仮に，「南京町」の部分に着目したとしても，上記(1)イのとおり原告商標は

ロゴ商標であり，文字の太さなど字体が異なる上，被告標章は，原告商標を特

徴づける「町」の字体を使用していないから，当該部分においても，外観上類

似はしない。 

イ 観念 

  被告標章は，いずれも「南京町冷麺」あるいは「南京町生冷麺」等の表記が

されており，一体として商品を指し示すものであるから，観念的に分離するこ

とはできない。 
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  全体としてみた場合に，原告商標と被告標章とが示す観念は全く異なり，類

似性がない。 

ウ 称呼 

  被告各商標は，冷麺のパッケージに用いられているところ，商品はあくまで

冷麺であるから，これを「南京町」と略称することはあり得ない。 

  したがって，称呼において類似しない。 

(3) 被告標章の被告登録商標との類似 

  前提事実２(3)のとおり，被告は「神戸瑞穂本舗の神戸中華街 南京町ラーメン

（標準文字）」との商標の商標権者であるところ，本件で問題となっている被告

商品「南京町冷麺」は「南京町ラーメン」の類似の関連商品であり，「南京町冷

麺」についても，上記商標権の権利範囲に属する。 

２ 争点(2)（被告が，原告の組合員であって，原告の組合契約上の義務に違反した債

務不履行があるか（組合契約に基づく請求関係））について 

（前記第２の１(2)による撤回前の原告の主張） 

(1) 被告の組合員資格 

  被告は，遅くとも後記規約の制定手続当時，原告の組合員であった。被告は，

平成２４年３月７日，原告により書面により脱退の意思表示をしたものであるが，

原告の定款上の規定により，原告の事業年度の終了時である同年６月３０日まで，

原告の組合員であった。 

  (2) 原告における規約等の制定 

    原告は，平成２１年８月２８日に開催された通常総会において，南京町商店街

振興組合規約（以下「本件規約」という。）を定めた。本件規約（１１条）にお

いては，原告の事業として，①組合員が統一的なルールをもって使用すべき商標

を指定し，その使用に関する規程を定めること，②組合員は，所要の手続を経て

指定にかかる商標を使用できること，原告が使用料を徴収することができること，

③商標の管理に関する規程の制定を理事会に委任すること等を旨とする商標の
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共同使用事業を行うことが定められた（甲１９）。 

    これを受け，原告の理事会は，平成２１年９月２５日，「商標『南京町』共同使

用規程」と題する規程（以下「本件規程」という。）を定め，即日施行した（甲

２０）。 

  (3) 本件規程の内容 

    本件規程は，前項記載の規約にいう商標として，本件登録商標のほか，標準文

字を含め，「南京町」（以下，本件規程が規律の対象とする原告商標を，「規約対

象商標」という。）を指定し，その使用に関し， 

  ア 規約対象商標は，組合が管理し（２条），原告組合員がこれを使用するには

理事会の承認を得る必要があり，規約対象商標の使用を希望する者は，これを

使用しようとする日の２か月前までに，原告に対し使用申込書を提出した上，

原告に設置される商標審議委員会の答申を経て，理事会においてその申込みの

許否が判断されること（３条） 

  イ アの承認を受けた組合員は，原告の定める使用基準（ａ．規約対象商標は，

店舗名につけて（店舗名と連続した表現で）の使用だけを許可する，ｂ，現在

本件登録商標以外の規約対象商標を使用している場合等は，本支店をあらわす

ために使用している場合を除き，申込書記載の期間内に変更すること等）に則

って使用すべきこと 

ウ 規程に違反して規約対象商標を使用する者があった場合，原告は，是正を求

めることができ，その違反使用によって当該組合員が得た利益を売上額の５０

パーセントと推定し，原告の損害額と推定することができること 

などをそれぞれ定めた。 

  (4) 本件規程の修正 

  同規程は，平成２２年４月１３日の開催の理事会において，別紙の様式１（商

標南京町についての説明書）と，様式２の「商標南京町使用申込書」の内容が修

正された（甲２１，２２の１・２）。 
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(5) 被告標章の使用が本件規程に違反すること 

ア 原告の組合員は，本件規程の効力発生により，標準文字を含む「南京町」の

標章につき，その使用しようとする日の２か月前までに，原告に必要な書類，

物品を添付した使用申込書を提出して，その申込みをしなければならない。 

イ 被告もまた，アの義務を負うところ，被告商品である「南京町冷麺」「南京

町生冷麺」を，遅くとも平成２３年４月２７日までに上記申込みをすべき義務

があったのに，これを怠り，遅くとも平成２３年６月２７日から，上記標章を

付した被告商品を販売した。 

ウ したがって，被告は，本件規程にいう「違反使用者」に当たり，本件規定上

の違反使用者が負う責任を負担しなければならない。 

(6) 被告の，権利濫用の主張は，否認し，争う。原告は，違反使用者に対しては的

確に対処している。 

（被告の主張） 

(1) 原告の主張が前提を欠くこと 

  第２の１(2)のとおり，原告は，被告が組合員であるとの主張を撤回し，被告は

当初から組合員ではなかったとするのであるから，原被告間の組合契約に基づく

請求は成り立たない。 

(2) 理事会において定めた本件規程が組合規約の委任の範囲を超えており，当該規

程が無効であること 

ア 通常総会の決議の効力の範囲 

  本件規約１１条は，原告は「地区のブランド的価値を向上させるため，理事

会の議決を経て，組合員が統一的なルールをもって使用すべき商標を指定し，

その使用に関する商標共同使用規程を定め，本商標を登録することができる」，

「商標登録の出願は，理事会の議決を経なければならない」，「本商標の使用を

希望するものは，商標使用許諾規程で定めた事由に該当する場合，本組合との

間で書面をもって使用許諾契約を締結しなければ，本商標を使用できない」，



-11- 

「本組合が行う商標の管理に関する商標管理規程は，理事会で定める」とされ

ているのみである。 

  そうして，本件規約の制定課程において，上記の規制の対象となる商標がど

のようなものであるかという最も重要な点は，組合員に一切知らされなかった。 

イ したがって，上記規約は，原告の理事会が中心となって今後何らかの商標を

制定する旨を定めた程度でしか拘束力を有さず，原告理事会が任意に商標を作

成し，違反した場合の制裁を含む規程の制定まで定める権限を委任するもので

はない。 

  本件規程は，上記の総会で定められた規約の委任の範囲を超えたものであっ

て，無効であるか，又は個々の組合員の同意が前提とされていたと理解するほ

かない。そして，被告はそのような同意をしていない。 

ウ また，原告商標のみならず，標準文字「南京町」までを対象とする本件規程

は，第三者の権利を侵害するおそれがあり，現に被告商標との抵触のおそれが

あるものであるから，このような意味でも，本件規程は被告に対し効力を有し

ない。 

(3) 権利濫用 

  原告は，他にも標準文字標章「南京町」を使用する業者や組合員がいるにもか

かわらず，それらを不問にして，被告のみを狙い撃ちして本訴提起しており，原

告の権利行使は，権利濫用に当たる。 

３ 争点(3)（被告に，組合員に類する地位があるものとして，原告の組合契約上の義

務に違反した債務不履行があるか（組合契約以外の法律関係に基づく請求））につ

いて 

（第２の１(2)により変更された原告の主張） 

(1) 被告は原告の組合員ではないが，組合員らしく振る舞ったこと 

  原告が組合員として把握していた株式会社ミズホ・ヌードルと被告は別法人で

あるから，被告は，いかなる時点においても，原告の組合員であったことはなか
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った。 

  もっとも，被告は，組合員資格がないにもかかわらず，組合費を自己の名義で

納入するなどして組合員として振る舞っていた以上，本件規程の適用を免れない。 

(2) 本件規程の内容及び被告が本件規程の義務に違反したことは，前記２の（原告

の主張）の(2)から(5)記載のとおりである。 

(3) したがって，被告は，本件規程の違反による責任を負う。 

（被告の主張） 

 原告の主張を争う。 

４ 争点(4)（被告標章の使用に関し，被告に先使用が認められるか）について 

（被告の主張） 

  株式会社ミズホ・ヌードルは，平成６年頃より「南京町ラーメン」，「南京町冷麺」

やその関連商品の販売を開始し，その後も継続的に販売活動を続け，販売範囲も広

範囲に及んでいた。同社は，平成１９年３月ころ，被告に対し，中華麺販売の事業

を譲渡し，その後被告は，平成２０年６月１７日に，被告登録商標を出願し，同年

９月１９日に登録を得ている。 

  したがって，被告による被告標章の使用は，被告登録商標の権利行使として，な

いし商標法３２条１項により適法である。 

（原告の主張）  

 否認し争う。 

５ 争点(5) （原告の被った損害額）について 

    （原告の主張） 

(1) 債務不履行に基づく請求関係 

  被告の主張によると，被告は，被告商品の販売により，平成２２年から平成２

４年までの間に，３４６２万９９３１円（うち１６８４万１１１２円は使用料）

を下らない利益を得たものである。同金額は，本件使用規程による推定により，

被告の損害額となる。 
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  弁護士費用は３４６万２９９３円を下らない。 

(2) 商標権侵害に基づく請求関係 

  原告商標の登録（平成２０年１２月２６日）後の被告商品の販売等は，原告商

標権の侵害となるところ，被告の主張によると平成２１年から平成２４年までの

被告商品販売による利益額は，４２８３万４９８８円（うち２０６５万６７４７

円は使用料）を下らない。同金額は，原告の損害となる。 

  弁護士費用は４２８万３４９８円を下らない。 

(3) よって，被告は，原告に対し，不法行為ないし債務不履行に基づく上記損害の

賠償（一部請求）として，合計１６５０万円及びこれに対する請求の日（訴状送

達の日の翌日）から支払済みまで年６分（債務不履行に基づく商事法定利率。不

法行為に基づく場合は，年５分）の割合による金員の支払を求める。 

    （被告の主張） 

(1) 原告の主張を争う。組合である原告は，被告と競合する販売業者ではなく，原

告には損害は生じていない。 

(2) 被告商品の売上の推移からみて，「南京町」のブランドは売上に寄与しておら

ず，被告は被告標章の使用による利益を得ていない。 

第第第第４４４４    判断判断判断判断    

１ 組合契約に基づく請求及び組合契約以外の法律関係に基づく請求について 

  本件においては，前記第２の１記載のとおりに訴訟物を把握すべきところ，①組

合契約に基づく請求については，被告が，原告の組合員であるとの基本的な請求原

因事実の主張が撤回されたものであるから，その余の点を考慮するまでもなく，そ

れ自体失当に帰する。また，②組合契約以外の法律関係に基づく請求については，

組合契約以外に，原被告間に何らかの法律関係が成立したことを基礎づける事実の

主張を欠く（組合員らしく振る舞ったことによってそのような法律関係が生ずる根

拠はない。）上，その法律関係に基づいていかなる具体的な権利義務が発生したの

かも不明と言わざるを得ないから，やはり主張自体失当である。そうすると，原告
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の，組合契約に基づく請求も，組合契約類似の関係に基づく請求のいずれも，その

余の点を検討するまでもなく，理由のないことが明らかである。 

  したがって，以下では原告の請求のうち，商標権侵害に基づく請求について判断

する。 

２ 商標権侵害に基づく請求について 

(1) 背景事情 

  後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。 

ア 原告商標の権利化の経緯等 

  原告は，平成６年３月１１日，指定商品を第４１類の「娯楽施設の提供，演

芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営」として，原告商標と同様の構

成の商標を商標登録出願し，平成９年７月４日，その登録を得ていたが（甲１

３，１４），その後の平成２０年３月１２日に，前提事実記載のとおり，原告

商標を出願し，同年１２月２６日，その登録を経た（甲１１，１２）。 

イ 原告組合員に対する原告商標等の使用規制の経緯 

  原告は，平成２１年８月２８日に開催された原告の通常総会において，原告

の定款上の目的に，「地区のブランド的価値の向上に必要な事業」を加入し，

また，原告の組合員資格につき，「組合の地区内において土地又は家屋に権利

を有する者」とされていた規定を削除するなどの定款変更を決議し，あわせて，

本件規約を制定した。本件規約には，組合の事業として，理事会の議決を経て，

組合員が統一的なルールをもって使用すべき商標を指定することなどの定め

があったが，反面，規約上，具体的な商標の特定はされていなかった（甲１９）。 

  原告は，平成２１年９月２５日開催の原告の理事会において，登録された原

告商標のほか，標準文字を含めた商標「南京町」について，使用規制の対象と

する旨の本件規約を定め，平成２２年４月１５日，組合員及び組合員以外の者

に対する説明会を開催して，その旨の周知をした（甲２１，２２の１・２）。 

(2) 原告商標について 
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ア 外観及び称呼 

  原告商標は，「南京町」の各漢字を，ほぼ同じ大きさの毛筆調の字で組み合

わせて構成されたものである。「町」の字の旁の部分が「丂」の書体となって

いる。 

  また，下記観念をもとに，「なんきんまち」の称呼を生ずる。 

イ 観念 

(ｱ) 原告商標は，「南京」と「町」を組み合わせたものであるところ，「南京」

は中華人民共和国江蘇省に所在する都市の名称であり，転じて中国由来の物品

を指すことがあり，また，「町」は，人家の密集している所を道路で分けた一

区域の称，商店の建ち並んだ繁華な土地（「広辞苑」第６版）を意味する語で

ある。 

  したがって，「南京町」との語で，中国にゆかりのあるいわゆる中国人街（中

華街，チャイナタウン）との観念を生じ，「南京町」の語意を「中国人街」と

する辞書（大辞林）も存在する（乙７）。 

(ｲ) 証拠（甲３４，５４，乙２）によれば，「南京町」という呼び名は，江戸時

代，長崎にやってきた中国人を「南京さん」と呼んだことに始まること，明

治の初めころ，横浜，神戸において，中国人が集まって住む一角が形成され，

南京町と呼ばれるようになったこと，その後，横浜においては，中華街と名

前を変更したが，神戸は南京町と称したこと，大正１５年には，南京町５０

周年記念を催したが，戦後の混乱期に衰退したこと，昭和５２年に，「南京

町商店街振興組合」である原告が設立されたこと，以上の事実が認められる。 

  したがって，現在，特に関西一円では，「南京町」の語から，「神戸の中国

人街」，具体的には，神戸市中央区の元町通と栄町通の区域が観念されるとい

うことができる。 

(3) 原告商標の識別力 

ア 原告は，被告標章と原告商標とが類似であることの前提として，原告商標の
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書体に格別の意味はなく，標準文字で表現される「南京町」も，原告を指すも

のとして自他識別力がある旨を主張する。 

  しかしながら，前記(1)によると，原告商標のロゴデザイン（字体）を捨象

して，標準文字「南京町」としてみた場合には，単に神戸市中央区の元町通と

栄町通の区域（いわゆる中華街）を指称するものとして，原告設立以前から長

年にわたって使用されてきた一般的な名称であるといわざるを得ず，自他識別

標識として機能するということはできない（商標法３条１項３号，４号に該当

し，登録要件を欠くことに帰する。）。 

  そうすると，原告商標は，特徴的な字体を含む外観を一体としてみた場合に

のみ出所識別標識として機能するものであり，その範囲でのみ商標権としての

効力を有するというべきである。 

イ また，原告は，組合法に基づいて設立された，商店街の振興等を目的とする

法人であるところ，原告自身は，原告商標の指定商品等を製造販売等する事業

者ではなく，中央区の元町通と栄町通の区域に所在する事業者すべてが原告の

組合員であるといった事情も認められない。むしろ，証拠（原告代表者本人）

によると，原告の定款上の地区内には約１４０店の店舗があるが，うち，原告

に加入するのは８１店舗にすぎない。 

  さらに，証拠（甲６９ないし７６）のほか，本件全証拠及び弁論の全趣旨に

よっても，原告商標の指定商品の需要者として想定される一般消費者において，

「南京町」の語自体が原告を指すものとして，周知性を獲得したとは認められ

ない。原告が，その定款上の地区の復興，環境整備等に尽力したことをもって，

そのような周知性の獲得の根拠とすることもできない。 

  したがって，原告の主張する事情を考慮しても，「南京町」の語自体は一定

の区域を指称する一般的な名称であり，原告商標の識別力は，特徴的な字体を

含む外観にあるとの前記アの判断は左右されない。 

ウ 原告は，上記(2)イ(ｲ)に関して，他の商店街振興組合が有する，標準文字に
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近い「黒門市場」，「錦市場」，「近江町市場」が，自他識別標識として機能する

ことを前提に特許庁において商標権として認められていることを主張するが

（甲３５ないし４０参照），「市場」については，卸売がされる場所，あるいは

小売店の集合としての意味を有するのに対し，「町」は，前述のとおり，市街

地の一区域等を表すのであって，単純に同視することはできないし，当該商標

の対象とする商品役務の具体的な取引態様の実情を捨象して，商標登録要件や

その権利範囲を論ずることはできないから，採用できない。 

(4) 被告標章の由来及び原告と被告の関係等 

  後掲各証拠及び弁論の全趣旨によると，次の事実を認めることができる。 

ア 被告代表者Ｐ１が代表取締役を務めていた株式会社ミズホ・ヌードルは，平

成６年ころから（ただし，取引書類の上で確認できるのは，平成１２年ころか

ら。乙３の１参照），上記中華麺に「南京町ラーメン」や「南京町冷麺」の標

章を付して販売等をしていた。 

  その後，上記株式会社ミズホ・ヌードルは，株式会社ミズホ・フーズコーポ

レーションと商号を変更した後，上記中華麺の販売等の事業を，平成１８年１

２月に設立された被告に事業譲渡し，被告が右事業上の地位を承継することと

なった（乙３の１ないし２１，２０，２２，被告代表者本人）。 

  その後の平成２０年６月１７日，被告が被告登録商標を出願し，同年９月１

９日，その登録を得たことは，前提事実記載のとおりである。 

イ 上記株式会社ミズホ・ヌードルは，長年にわたって原告の組合員であったと

ころ（争いがない。），被告は，上記の事業の譲受の事実それ自体は，取引先に

は通知したものの，原告に告知等することはなかった。もっとも，平成２１年

３月から脱退までの原告に対する賦課金（組合費）の納入や，原告の本件規約

を議決した平成２１年８月２８日の通常総会における議決権行使の委任は，被

告（神戸瑞穂本舗株式会社）名義で行われ，原告も，平成２５年１２月１６日

の本件口頭弁論期日まで，これに特段の異議を述べることはなかった（甲１８，
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１１３，被告代表者本人及び弁論の全趣旨）。 

(5) 被告標章の構成及び使用態様（甲８ないし１０（枝番を含む）） 

  被告は，その製造（ライセンス製造を含む），販売する中華麺（家庭において

調理する生麺）又はこれを生協において販売する際の案内に，被告標章を付して

いる（なお，被告標章５は，広告媒体において，上記中華麺の特徴を「神戸中華

街「南京町」に伝わる冷麺です」と文章で記述したにすぎず，標章の商標として

の使用に該当しないから，類否を論ずるまでもなく，理由がない。）。 

  被告標章の構成及び要部は次のとおりである。 

ア 外観 

  被告標章１は，「南京町冷麺」，同２は「神戸南京町れーめん」，同３，４は

「南京町冷麺」，同６は「南京町生冷麺」の字を，一般的な書体である隷書体

調，ないし（丸）ゴシック体調の漢字ないし平仮名で縦又は横書きに均一に記

したものであり，そのデザインに特徴的な部分は認められない。（被告標章１

には，平仮名で「なんきんまち れーめん」との添字がされているが，これも

読み方を示す以上のものではない。） 

イ 称呼 

  被告標章１，３及び４は，「なんきんまちれいめん」，同２は，「こうべなん

きんまちれいめん」，同６は「なんきんまちなまれいめん」の称呼を生ずる。 

ウ 観念 

  前記(2)イのとおり，「南京町」が，中国人街，ないし神戸の中華街を示す一

般名称であり，「冷麺」は，冷やして食する（中華風，ないし朝鮮半島を含め

大陸由来の）麺類を指す（なお，西日本においては，いわゆる「冷やし中華」

が「冷麺」と称されることは公知の事実に属するところ，被告商品も，このタ

イプの食品であると認められる。）から，被告商品の需要者と想定される一般

消費者が，被告標章に接した場合，「神戸の中国人街（南京町と称される区域）

に何らかのゆかりがある冷麺（冷やし中華）」程度の観念を生ずる。 
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エ 被告標章の要部について 

  被告標章は，「（神戸）南京町」と，「冷麺」「れーめん」「生冷麺」をそれぞ

れ組み合わせたものといえ，外観上いずれかの部分に特徴的な区分は認められ

ず，観念上も，「冷麺」は，商品そのものの名称であるが，「（神戸）南京町」

の部分も，前述のとおり単に神戸市中央区の元町通と栄町通の区域（いわゆる

中華街）を指称する一般的な名称であるから，結局一般的な名称の組み合わせ

にすぎず，いずれの部分にも独立した出所識別機能があるとは認められない。

したがって，被告標章において，「南京町」の部分が独立して要部となること

はないというべきである。 

  なお，上記のとおり，被告標章はそれ自体としてはほとんど出所識別機能を

有しない反面，被告商品（甲８）及びその広告（甲９）には，被告の商号が明

記されており，これらが出所識別標識として機能するものと言わざるを得ない。 

(6) 類否判断 

  上記を前提として，被告標章と原告商標を対比すると，「南京町」という，一

部共通する部分がある称呼，観念を合わせ考えても，同部分は被告標章の要部と

はいえない上，被告標章が，いずれも標準的な字体で構成され，原告商標の出所

識別機能を果たす特徴的な字体（ロゴ）を想起，感得させるようなデザインがさ

れていない以上，需要者である一般消費者において，被告商品の出所が原告であ

ると誤認混同するおそれはないといわざるを得ず，結局，原告商標と被告標章は

いずれも類似しないというべきである。 

第第第第５５５５    結論結論結論結論    

  以上の次第で，原告の請求はその余の点を判断するまでもなくいずれも理由がな

いからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。（原告の平成２５年４月

９日付け文書提出命令申立て（平成２５年（モ）第５７９号）は，提出を命ずる必

要がないので，これを却下する。） 
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          大阪地方裁判所第２１民事部 

 

                                   

                  裁判長裁判官   谷        有   恒 

 

 

                     裁判官   松 阿 彌        隆 

 

 

                     裁判官   松   川    充   康 
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